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令和３年８月 23日  

 

県内畜産関係団体の皆様へ 

 

青森県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部  

 農林水産部  

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底について（協力依頼） 

 

 日頃より青森県農政の推進並びに新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に

御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、県内の新型コロナウイルス感染症の感染状況は、８月に入り、帰省等による

人の流れの増加や感染力が強いＬ４５２Ｒ変異株への置き換わりなどにより、危惧し

ていたとおり感染が拡大しています。このまま感染拡大が進むと再び病床がひっ迫し、

医療崩壊につながりかねない状況となり、社会経済活動の抑制などの措置を講じてい

かなければならない事態も想定されます。 

各事業所等においては、これまでも感染防止対策に取り組んでいただいていること

と存じますが、現下の若者を中心とした厳しい感染状況に鑑み、改めて、各事業所の

従業員等へ、マスクの適切な着用や手洗い、換気などの感染防止対策の徹底について

の注意喚起をお願いするとともに、特に、下記の事項について、慎重な判断をお願い

いたします。 

また、添付する資料の感染防止対策の徹底については、貴殿から関係する事業者や

団体等に対しても広く周知してくださるよう御協力をお願いいたします。 

① 会食等は、普段一緒にいる人と少人数・短時間で感染対策を徹底し、お酒は 

適量とする。親族や旧友等でも「普段一緒にいない人」との会食・会合等はで 

きるだけ控える。 

② 緊急事態措置及びまん延防止等重点措置の実施区域への出張など都道府県   

 をまたぐ移動は、緊急・やむを得ない場合を除き、実施しないなど不要不急の 

 往来を控える。 

③ 不特定多数が集まるイベント・行事・大会等の開催は、県内外の感染状況等 

 を十分踏まえ、中止・延期も含め慎重に判断する。 

 

 

 

 

【連絡先】 

 青森県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部 

 （農林水産関係窓口：県農林水産部農林水産政策課総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 

 電 話：０１７－７３４－９４５５ 

 ＦＡＸ：０１７－７３４－８１３３ 

 メール：nosui@pref.aomori.lg.jp 


